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生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて 

 

 

後発医薬品は、先発医薬品と品質、有効性及び安全性が同等であるものとし

て厚生労働大臣が製造販売の承認を行っている医薬品である。 

 後発医薬品は、一般的に開発費用が安く抑えられていることから、先発医薬

品に比べて薬価が低くなっており、政府においては、患者負担の軽減や医療保

険財政の改善の観点等から後発医薬品の使用促進を行っている。 

 生活保護の医療扶助においても、「生活保護の医療扶助における後発医薬品

に関する取扱いについて」（平成 24年 4月 13日社援保発 0413 第 1号厚生労働

省社会・援護局保護課長通知）等により、後発医薬品の使用促進に努めてきた

ところであるが、今般、国全体で後発医薬品の普及に取り組む一環として、下

記により、さらなる使用促進を図ることとしたので、管内福祉事務所及び関係

機関に対し周知徹底を図られたい。 

 なお、本通知の施行をもって、「生活保護の医療扶助における後発医薬品に

関する取扱いについて」（平成 20年 4月 30 日社援保発第 0430001号厚生労働

省社会・援護局保護課長通知）及び「生活保護の医療扶助における後発医薬品

に関する取扱いについて」（平成 24年 4月 13日社援保発 0413 第 1号厚生労働

省社会・援護局保護課長通知）については廃止する。 

 

 

記 

 

 

１ 後発医薬品の使用促進について 

（１）後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及は、患者の負担軽減及び医療



 

保険財政の改善に資すること等から、厚生労働省では、「後発医薬品の安心

使用促進アクションプログラム」（平成 19年 10月）を策定し、総合的な取

組を行っている。また、平成 24年 4月の診療報酬改定においては、引き続

き後発医薬品の使用促進のための環境整備を行っているところである。 

さらに、本年 4月 5日には、現在の使用促進策に係る課題を明らかにす

るとともに、新たな目標を設定して、今後、行政、医療関係者、医薬品業界

など国全体で取組む施策として「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロ

ードマップ」を策定し、後発医薬品のさらなる使用を促進することとしてい

る。 

 

（２）行政や各医療保険者など国全体で後発医薬品の使用促進に取り組んでい

る中、生活保護における後発医薬品の使用割合は、医療保険の後発医薬品の

金額シェア 8.5％（平成 23 年社会医療診療行為別調査・平成 23年 6月審査

分）に対し、生活保護分は 7.5％（平成 23年医療扶助実態調査・平成 23年

6月審査分）にとどまっている。このため、今般、生活保護の医療扶助にお

いても、国全体で後発医薬品の普及に取り組む一環として下記２に掲げる取

組を行うことにより、生活保護受給者の便益を損なわないよう配慮しつつ、

後発医薬品のさらなる使用促進を図ることとしたものである。 

 

２ 後発医薬品に関する取組 

（１）基本的な考え方 

ア 後発医薬品は、先発医薬品と品質、有効性及び安全性が同等であると

認められた医薬品であり、国全体で後発医薬品の使用促進に取り組んで

いる。 

イ 上記１（１）及び（２）並びに上記ア等を総合的に勘案し、生活保護

制度においては、処方医が一般名処方を行っている場合または銘柄名処

方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合には、後発医薬

品を原則として使用することとする。 

ウ 処方医が一般名処方を行っている場合または銘柄名処方であって後発

医薬品への変更を不可としていない場合にもかかわらず、先発医薬品の

使用を希望する者に対しては、薬局において、先発医薬品を希望する事

情等を確認した上で、先発医薬品を一旦調剤し、その先発医薬品を希望

する事情等を福祉事務所に伝達するものとする。 

エ 福祉事務所は、上記ウの先発医薬品を希望する事情等を勘案し、明ら

かにその理由に妥当性がないと判断される場合には、福祉事務所が行う

服薬指導を含む健康管理指導の対象にする。 

  



 

（２）生活保護受給者に対する周知 

福祉事務所は、生活保護受給者に対して、別添１の文書例を参考にして

作成したリーフレットを用いる等により、上記（１）アないしエについて周

知徹底を図ること。    

 

（３）指定医療機関に対する取組 

    生活保護法（昭和 25年 5月 4日法律第 144号）の指定を受けている病

院、診療所（以下「指定医療機関」という。）に対して、本取扱について

理解を求めること。 

 

（４）指定薬局に対する取組 

生活保護法の指定を受けている薬局（以下「指定薬局」という。）に対

して、別添２の文書例を参考にして作成したリーフレットを用いる等により、

本取組及び以下の事項について理解、協力を求めるとともに、当該福祉事務

所における生活保護受給者に対する本取組の周知の状況についても説明す

ること。 

  ア 指定薬局は、一般名処方による処方せんまたは銘柄名処方であって後

発医薬品への変更を不可としていない処方せんを持参した生活保護受給

者に対して、原則として後発医薬品を調剤することとする。 

生活保護受給者が先発医薬品を希望する場合には、本取組内容につい

て理解を促すものとするが、引き続き希望する者については、一旦は先

発医薬品を調剤する。この場合に、指定薬局はその事情等を確認すると

ともに、別添３の様式を参考にこれを記録すること。 

イ 指定薬局は、一般名処方による処方せんまたは銘柄名処方であって後

発医薬品への変更を不可としていない処方せんを持参した生活保護受給

者に対して、薬剤師の専門的な知見やその時点の在庫の都合等により、

先発医薬品を調剤することはあり得るものであること。なお、指定薬局

の在庫の都合によりやむを得ず先発医薬品を一旦調剤した場合は、以後

は、後発医薬品を調剤できるよう体制整備に努めるものとすること。 

こうした場合においても別添３の様式を参考に先発医薬品を調剤した

事情等を記録すること。 

ウ 指定薬局は、上記アまたはイで記録した先発医薬品を調剤した事情等に

ついて、定期的に福祉事務所へ送付すること。 

 

（５）後発医薬品を使用していない者への対応 

   上記（４）ウにより、指定薬局から送付された先発医薬品を調剤した理

由の記録について、明らかに先発医薬品を希望する理由に妥当性がないと



 

判断される場合には、福祉事務所は、当該生活保護受給者を服薬指導を含

む健康管理指導の対象とすること。 

また、それ以外の場合であっても、直接、当該生活保護受給者へ面会す

る等により、後発医薬品の使用について理解を促すこと。その結果、先発

医薬品を希望する理由に妥当性がないと判断される場合には、服薬指導を

含む健康管理指導の対象とすること。   

 

３ 留意事項 

（１）後発医薬品の使用促進への取組は、国全体で後発医薬品の普及に取り組

む一環として実施するものであること。 

このため、生活保護受給者に対する周知は、現に医療扶助が適用されて

いるか否かにかかわらず広く行うこと。 

   また、周知にあたっては、リーフレット等を送付するだけでなく、家庭

訪問の際にあらためて説明するなどにより、本取組の周知徹底を図ること。 

 

（２）指定医療機関及び指定薬局への説明は、リーフレット等を送付するだけ

でなく、訪問し説明するなどにより、本取扱の趣旨等について懇切丁寧な

説明を行い理解を頂くよう努めること。 

 

（３）平成 25年度予算では、後発医薬品の使用促進など医療扶助の適正実施に

係る取組を推進するため医療扶助相談・指導員を引き続き配置できるよう

にしているところであり、また、地方交付税において、福祉事務所におけ

る健康面に関して専門的に対応できる体制を強化できるようにしているこ

と。 

 

（４）本取組は、生活保護受給者の後発医薬品の使用を原則とするものではあ

るが、当該受給者が医学的知見に基づき医薬品の使用が必要と判断されて

いることを鑑み、この原則に反していることを理由として保護の変更、停

止または廃止を行い得るものと解釈してはならないこと。 

 

（５）本取組は、処方医が後発医薬品への変更を不可としている場合は、対象

外としているものであること。 

 


